
トラックGメン始動
～物流SOSを話せる環境へ～

『積込先、配送先でのお困りごと、トラックGメンに話してみませんか？』

頂いた情報は、貨物自動車運送事業法に基づく荷主企業・元請事業者
への「働きかけ」「要請」等に活用し、荷主に対して配慮を求めます

※荷主等への対応にあたり、情報提供者を特定する情報（社名など）
は、伝えません。
荷主等から情報提供元が特定されないよう配慮します。

裏面の様式に記入のうえ、FAXで（一社)滋賀県トラック協会まで情報提供下さい。

「トラックGメン」は、適正な取引を阻害する疑いのある荷主企業・元請事業者の情報を集めています。

【お電話での問い合わせはこちら】
近畿運輸局 自動車交通部 貨物課 トラックGメン

℡ ０６－６９４９－６４４７
近畿運輸局 滋賀運輸支局 トラックGメン

℡ ０７７－５８５－７２５３

トラックＧメン

ポータルサイト

※内容は順次更新中

国土交通省
意見等募集窓口
（国交省HP内）



該当する□にレ点を付けて下さい。（複数回答可）
□ 長時間の荷待ち
□ 契約にない附帯業務
□ 運賃・料金の不当な据置
□ 過積載の指示・容認
□ 無理な運送依頼
□ 異常気象時の運送依頼
□ 荷主によるカスハラ

□ その他（ ）

上記チェック事項の内容をご記入ください。

記入例（「１６時」に到着指定され、定刻に着いたのに「３時間」以上待たされた。）

上記内容に係る荷主情報

会社名・所属やお名前などについてご記入ください。

日々の運送業務でお困りごとがあれば、以下にご記入のうえ、（一社)滋賀県ト
ラック協会までFAXをしてください。

（一社）滋賀県トラック協会 FAX番号 ０７７－５８５－８０１５

荷主名

支店・営業所名

住所

荷物の種類
例）食料品　等

会社名・所属（任意）

お名前（任意）

連絡先（電話番号・メールアドレス）（任意）

運輸局（運輸支局）からの連絡可否（※１） □連絡可　　　□連絡不可

「働きかけ」等への使用可否（※２） □使用可　　　□使用不可
（※１）「連絡可」にチェックが入っている場合、運輸支局から詳細を確認させて頂く場合があります。

（※２）「使用可」にチェックが入っている場合、荷主への貨物自動車運送事業法に基づく対応の検討・活用等に使用させて頂きます。

※荷主等への対応にあたり、情報提供者を特定する情報（社名など）は、伝えません。
荷主等から情報提供元が特定されないよう配慮します。
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